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表紙*電子提供措置用*

第 55 期
定時株主総会
招集ご通知

開催日時

2024年８月29日（木曜日）午前10時

目次
● 第55期定時株主総会招集ご通知　… 1
● 株主総会参考書類　………………… 5

議案　取締役８名選任の件
● 事業報告　 …………………………… 12
● 計算書類　 …………………………… 29
● 監査報告　 …………………………… 32

株主の皆様へ
■当日のご出席に代えて、議決権行使書の郵送、またはインタ
ーネット等により議決権を行使いただくこともできますの
で、ご検討くださいますよう、お願い申しあげます。

■株主総会ご出席の皆様へのお土産の配布はございません。
■本株主総会につきましては、書面交付請求の有無にかかわら
ず、議決権を保有する全ての株主様に対して一律に、同一の
内容の書面をお送りしております。

　

開催場所

群馬県前橋市古市町１丁目35番１号
ホテル ラシーネ新前橋　３階
コンベンションホール　銀河

(証券コード8155)
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株主各位

(証券コード8155)
2024年８月９日

株  主  各  位
群馬県高崎市保渡田町2174番地１
三 益 半 導 体 工 業 株 式 会 社

代表取締役社長　八　髙　達　郎

第55期定時株主総会招集ご通知

拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第55期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）に
ついて電子提供措置をとっており、インターネット上の各ウェブサイトに掲載しておりますの
で、いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】
　https://www.mimasu.co.jp/ir/soukai.html

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】
　https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「三益半導体工業」ま
たは「コード」に当社証券コード「8155」（半角）を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書
類/PR情報」を順に選択して、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄より
ご確認ください。）

　なお、当日のご出席に代えて、書面またはインターネット等により議決権を行使することがで
きますので、お手数ながら株主総会参考書類をご検討くださいまして、2024年８月28日（水曜
日）午後５時30分までに議決権を行使していただきますようお願い申しあげます。

敬　具

－ 1 －
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株主各位

⒈ 日　　時 2024年８月29日（木曜日）午前10時
⒉ 場　　所 群馬県前橋市古市町１丁目35番１号

ホテル ラシーネ新前橋　３階
コンベンションホール　銀河
（末尾の会場ご案内図をご参照ください。）

⒊ 目的事項
　報告事項 第55期（2023年６月１日から2024年５月31日まで）事業報告及び計

算書類報告の件
　決議事項
　　議　案 取締役８名選任の件

以　上

・書面により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示がな
い場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

・インターネット等により複数回、議決権を行使された場合は、最後に行使された内容を有効
な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・書面及びインターネット等により重複して議決権を行使された場合は、インターネット等に
よる議決権行使を有効な議決権行使としてお取り扱いいたします。

・電子提供措置事項のうち、計算書類の「個別注記表」につきましては、法令及び当社定款に
基づき、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面には記載していません。従
って、書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面は、監査報告を作成するに際
し、監査役及び会計監査人が監査をした対象書類の一部です。

・電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の当社ウェブサイト及び東
証ウェブサイトにおいて、その旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。

記

－ 2 －
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議決権行使についてのご案内

株主総会に
ご出席する方法

書面で議決権を
行使する方法

インターネット等で
議決権を
行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を

会場受付へ
ご提出ください。

議決権行使書用紙に
議案の賛否を
ご表示のうえ、
ご返送ください。

次ページの案内に従って、
議案の賛否を

ご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2024年8月29日(木曜日)
午前10時

2024年8月28日(水曜日)
午後5時30分到着分まで

2024年8月28日(水曜日)
午後5時30分完了分まで

議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆様の大切な権利です。
株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権のご行使をお願い申しあげます。
議決権を行使する方法には、以下の３つの方法がございます。

－ 3 －
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インターネットによる議決権行使のご案内

インターネット等による議決権行使のご案内

QRコードを読み取る方法
「スマート行使」

議決権行使コード及びパスワードを入力することなく議決権
行使ウェブサイトにログインすることができます。

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り
可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですが
PC向けサイトへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の
「議決権行使コード」・「パスワード」を入力してログイン、
再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイト
へ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコードを読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使コード・パスワードを
入力する方法

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

「次へすすむ」を
クリック

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

※操作画面はイメージです。

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　9：00～21：00）

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

機関投資家の皆様は、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。

－ 4 －
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取締役選任議案

議　案  取締役８名選任の件

候補者
番　号 １

再任

な か

中
 

　
ざ わ

澤
 

　
ま さ

正
 

　
ゆ き

幸
(1943年７月10日生)

所有する当社の株式の数
1,979,360株

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1974年    2 月 三益産商㈱（当社と合併）入社
    1977年    7 月 当社取締役
    1983年    12月 常務取締役、管理本部長兼産商事業部長兼エンジニアリン

グ事業部長
    1988年    8 月 取締役副社長、半導体事業部長兼産商事業部長兼エンジニ

アリング事業部長
    1993年    1 月 代表取締役社長
    1993年    8 月 取締役副会長
    1997年    8 月 取締役副社長、社長室担当
    1999年    8 月 代表取締役社長
    2017年    8 月 代表取締役会長（現任）

●取締役候補者の選任理由
中澤正幸氏は、代表取締役会長として経営の指揮を執り、強いリーダーシッ
プを発揮して当社の発展に寄与してまいりましたことから、今後も取締役と
して企業価値向上への貢献を期待し、候補者としております。

株主総会参考書類

議案及び参考事項

　本総会終結の時をもって、取締役８名全員が任期満了となりますので、取締役
８名の選任をお願いいたしたいと存じます。
　取締役候補者は次のとおりであります。

－ 5 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 ２

再任

や

八
 

　
こ う

髙
 

　
た つ

達
 

　
ろ う

郎
(1951年２月９日生)

所有する当社の株式の数
13,490株

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1985年    7 月 当社入社
    1993年    1 月 エンジニアリング事業部生産部長
    1996年    6 月 半導体事業部生産管理部長
    2000年    6 月 管理本部経理部長
    2001年    8 月 取締役、管理本部長兼経理部長
    2009年    8 月 常務取締役、管理本部長兼経理部長
    2010年    6 月 常務取締役、管理本部長
    2012年    8 月 専務取締役、管理本部長
    2016年    6 月 専務取締役、管理本部担当
    2023年    8 月 代表取締役社長（現任）

●取締役候補者の選任理由
八髙達郎氏は、代表取締役社長として経営の指揮を執り、当社の発展に寄与
してまいりましたことから、今後も取締役として企業価値向上への貢献を期
待し、候補者としております。

－ 6 －



2024/07/29 12:02:58 / 24094440_三益半導体工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

候補者
番　号 ３

再任

や ま

山
 

　
ざ き

﨑
 

　
て つ

哲
 

　
お

生
(1959年９月２日生)

所有する当社の株式の数
8,155株

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1980年    4 月 当社入社
    2002年    6 月 半導体事業部第三生産部長
    2005年    6 月 半導体事業部第五生産部長
    2009年    6 月 半導体事業部第一生産部長
    2015年    8 月 取締役、半導体事業部副事業部長兼第一生産部長兼第三生

産部長
    2016年    6 月 取締役、半導体事業部長
    2018年    8 月 常務取締役、半導体事業担当兼半導体事業部長
    2021年    6 月 常務取締役、半導体事業担当
    2023年    2 月 常務取締役、技術本部担当兼半導体事業担当
    2023年    8 月 専務取締役（現任）

●取締役候補者の選任理由
山﨑哲生氏は、当社事業、特に半導体事業の拡大に取り組んでまいりました
ことから、今後も取締役として企業価値向上への貢献を期待し、候補者とし
ております。

候補者
番　号 ４

再任

い ま

今
 

　
む ら

村
 

　
こ う

耕
 

　
い ち

一
(1968年6月14日生)

所有する当社の株式の数
1,069株

　

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1991年    4 月 当社入社
    2016年    6 月 半導体事業部第二生産部長
    2017年    6 月 半導体事業部設備管理部長
    2019年    6 月 半導体事業部副事業部長
    2021年    6 月 半導体事業部長
    2022年    12月 執行役員、半導体事業部長
    2023年    8 月 取締役、半導体事業部長（現任）

●取締役候補者の選任理由
今村耕一氏は、半導体事業の拡大に取り組んでまいりましたことから、今後
も取締役として企業価値向上への貢献を期待し、候補者としております。

－ 7 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 ５

再任

ま る

丸
 

　
や ま

山
 

　
ふ み

文
 

　
あ き

明
(1967年7月28日生)

所有する当社の株式の数
3,269株

　

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1991年    4 月 当社入社
    2016年    6 月 半導体事業部技術部長
    2021年    6 月 半導体事業部副事業部長兼技術部長
    2022年    12月 執行役員、半導体事業部副事業部長兼技術部長
    2023年    2 月 執行役員、技術本部長兼技術部長
    2023年    8 月 取締役、技術本部長兼技術部長（現任）

●取締役候補者の選任理由
丸山文明氏は、半導体事業において技術力の向上に取り組んでまいりました
ことから、今後も取締役として企業価値向上への貢献を期待し、候補者とし
ております。

候補者
番　号 ６

再任
社外取締役
独立役員

な か

中　
む ら

村
 

　
 しゅう

修
 

　
 すけ

輔
(1957年2月12日生)

所有する当社の株式の数
0株

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1979年    4 月 ㈱群馬銀行入行
    2013年    6 月 同行執行役員総務部長
    2014年    6 月 同行執行役員監査部長
    2016年    6 月 同行常勤監査役
    2020年    6 月 ぐんぎんシステムサービス㈱代表取締役社長
    2021年    8 月 当社監査役
    2023年    8 月 当社取締役（現任）

●社外取締役候補者の選任理由等
中村修輔氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補
者であります。同氏は、金融、経済及び監査に関する豊富な経験、知識を活
かした有益な助言と、独立した立場から経営に対する監督を行ったことか
ら、引き続きこれらの役割を果たすことを期待し、候補者としております。
なお、同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の
時をもって１年となります。

－ 8 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 ７

再任
社外取締役
独立役員

い ま

今
 

　
い

井
 

　
ま さ

昌
 

　
こ

子
(1955年３月23日生)

所有する当社の株式の数
0株

　

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    1976年    4 月 安田信託銀行㈱（現 みずほ信託銀行㈱）入行
    1993年    7 月 社会保険労務士登録
    1993年    7 月 ㈲中澤労務管理事務所入社
    2000年    10月 ㈲中澤労務管理事務所代表取締役（現任）
    2008年    8 月 特定社会保険労務士登録
    2023年    8 月 当社取締役（現任）

●社外取締役候補者の選任理由等
今井昌子氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補
者であります。同氏は、社会保険労務士としての豊富な経験、知識を活かし
た有益な助言と、独立した立場から経営に対する監督を行ったことから、引
き続きこれらの役割を果たすことを期待し、候補者としております。なお、
同氏は現在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をも
って１年となります。

－ 9 －
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取締役選任議案

候補者
番　号 ８

再任
社外取締役
独立役員

ほ し

星
 

　
の

野
 

　
 きみ

公
 

　
ひ ろ

洋
(1980年4月15日生)

所有する当社の株式の数
0株

　

●略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況
    2010年    12月 群馬弁護士会登録
    2012年    6 月 当社法律顧問
    2013年    1 月 春山法律事務所（現 春山・星野法律事務所）入所
    2021年    1 月 春山・星野法律事務所所長（現任）
    2023年    8 月 当社取締役（現任）

●社外取締役候補者の選任理由等
星野公洋氏は、会社法施行規則第２条第３項第７号に定める社外取締役候補
者であります。同氏は、弁護士としての豊富な経験、知識を活かした有益な
助言と、独立した立場から経営に対する監督を行ったことから、引き続きこ
れらの役割を果たすことを期待し、候補者としております。なお、同氏は現
在当社の社外取締役であり、その在任期間は、本総会終結の時をもって１年
となります。

（注）⒈ 各候補者と当社との間には、いずれも特別の利害関係はありません。
⒉ 中村修輔氏、今井昌子氏及び星野公洋氏は、当社との間で会社法第427条第１項に基づき、同法

第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償
責任の限度額は、同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。３氏が取締役に
再任された場合、当社は３氏との責任限定契約を継続する予定であります。

⒊ 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を
締結しており、当該保険契約の内容の概要は、事業報告「⒋会社役員に関する事項（１）取締役
及び監査役の氏名等（注）⒌」に記載のとおりであります。各候補者が取締役に再任された場
合、当該保険契約の被保険者となります。

⒋ 当社は、㈱東京証券取引所に対し中村修輔氏、今井昌子氏及び星野公洋氏を独立役員として届け
出ており、３氏が取締役に再任された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

－ 10 －



2024/07/29 12:02:58 / 24094440_三益半導体工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

取締役選任議案

氏 名 企 業
経 営

製 造
技 術 営 業 財 務

会 計
法 務
コ ン プ ラ イ
ア ン ス

サ ス テ ナ
ビ リ テ ィ

リ ス ク
管 理

中 澤 正 幸 ● ● ● ● ●

八 髙 達 郎 ● ● ● ●

山 﨑 哲 生 ● ● ● ● ●

今 村 耕 一 ● ● ●

丸 山 文 明 ● ●

中 村 修 輔 ● ● ● ●

今 井 昌 子 ● ● ●

星 野 公 洋 ● ● ●

(ご参考) 取締役候補者の有する専門性及び経験(スキルマトリックス)

（注）上記一覧表は、各取締役候補者の有する全ての知見を表すものではありません。

以　上

－ 11 －
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事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

事　業　報　告
（2023年６月１日から2024年５月31日まで）

⒈ 会社の現況に関する事項

⑴ 事業の経過及びその成果
　当期におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰や海外経済の下振れなどの影響を受けたも
のの設備投資や個人消費が持ち直すなど、全体として緩やかな回復基調となりました。
　半導体シリコンウエハーの生産は引き続きデバイス市場における在庫調整の影響を受けました
が、当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は底堅く推移しました。
　このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るととも
に、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。
　この結果、売上高は891億９百万円と前期比2.0％の減収となり、営業利益は103億１千２百
万円（前期比7.7％減）、経常利益は101億５千２百万円（同7.7％減）、当期純利益は71億４
千６百万円（同6.2％減）となりました。

　セグメント別の事業の概況は次のとおりであります。なお、売上高及び利益には、セグメント
間の内部取引に係る金額が含まれております。

半導体事業部
　当事業部はデバイス市場における在庫調整の影響を受けました。
　この結果、当事業部の売上高は470億７千９百万円（前期比11.9％減）、セグメント利益
（営業利益）は72億４千９百万円（同11.6％減）となりました。
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2024/07/29 12:02:58 / 24094440_三益半導体工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

事業の経過およびその成果、設備投資の状況、資金調達の状況、対処すべき課題

産商事業部
　当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。
　この結果、その他の取扱商品において増収となり、当事業部の売上高は436億９千５百万円
（前期比10.9％増）、セグメント利益（営業利益）は26億円（同4.4％増）となりました。

エンジニアリング事業部
　当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通
じて販売いたしました。
　また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。
　この結果、当事業部の売上高は56億９千万円（前期比27.3％減）、セグメント利益（営業利
益）は８億６千６百万円（同22.4％減）となりました。

⑵ 設備投資の状況
　当期中の設備投資は、半導体事業部上郊工場の生産設備の改善及び新工場棟の建設にかかる中
間金の支払いを行い、その総額は202億８千１百万円となりました。

⑶ 資金調達の状況
　当期中には、特記すべき資金調達はありません。

⑷ 対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、世界的な金融引締めに伴う影響や中国経済の停滞などによる海
外経済の下振れが懸念されるものの、わが国経済は各種経済対策の効果により、緩やかに回復し
ていくものと予想されます。
　そうした中で半導体業界におきましては、中長期的にはAIの普及や脱炭素社会への取り組みを
背景にデバイス需要の増加が見込まれております。
　このような経営環境のもと、当社といたしましては、より高精度かつ生産性の高い加工プロセ
スを確立して競争力の強化を図るとともに、自社製品等の拡販を積極的に進め、業績の向上に努
めてまいります。また、安全性の向上と環境の保全に努め、安定操業の継続を実現してまいりま
す。さらに、社会的責任を果たし、持続可能な社会に貢献するため、サステナビリティへの取り
組みを全社的に推進してまいります。
　株主の皆様には、今後とも変わらぬご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申しあげます。
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財産および損益の状況の推移、主要な事業内容

区 分 第52期
(2020年度)

第53期
(2021年度)

第54期
(2022年度)

第55期(当期)
(2023年度)

売 上 高 (百万円) 85,051 74,432 90,936 89,109

経 常 利 益 (百万円) 6,027 7,564 11,001 10,152

当 期 純 利 益 (百万円) 4,133 5,126 7,618 7,146

１株当たり当期純利益 128円68銭 159円59銭 237円16銭 222円47銭

純 資 産 (百万円) 66,680 70,602 76,396 81,589

総 資 産 (百万円) 94,135 104,280 124,339 121,181

⑸ 財産及び損益の状況の推移

(注)　第53期より「収益認識に関する会計基準」等を適用しており、第53期以降に係る各数値については、当
該会計基準等を適用した後の数値となっております。

事 業 部 主 要 な 事 業 内 容

半 導 体 事 業 部 半導体材料の加工及び販売

産 商 事 業 部 計測器、試験機、情報機器、自動制御装置、その他精密機
器、自社開発製品ならびにこれらに関連するシステムの販売

エンジニアリング事業部
各種製造、検査、試験システムの設計・製作・販売、及び純
水製造装置、排水処理設備など各種プラントの設計・製作・
販売

⑹ 主要な事業内容（2024年５月31日現在）
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主要な営業所および工場、従業員の状況、主要な借入先

名 称 所 在 地

本 社 ・ 管 理 本 部 群 馬 県 高 崎 市

営 業 本 部 群 馬 県 高 崎 市

同 白 河 営 業 所 福 島 県 白 河 市

技 術 本 部 群 馬 県 高 崎 市

半 導 体 事 業 部 群 馬 県 高 崎 市

産 商 事 業 部 群 馬 県 高 崎 市

同 北 関 東 営 業 所 栃 木 県 足 利 市

同 埼 玉 営 業 所 埼 玉 県 深 谷 市

同 三 河 営 業 所 愛 知 県 知 立 市

エ ン ジ ニ ア リ ン グ 事 業 部 群 馬 県 高 崎 市

⑺ 主要な営業所及び工場（2024年５月31日現在）

従 業 員 数 前 期 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
名 名 歳 年

1,186 +42 40.3 17.2

⑻ 従業員の状況（2024年５月31日現在）

（注） 従業員数には、嘱託69名を含んでおります。

⑼ 主要な借入先（2024年５月31日現在）
　該当事項はありません。
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その他企業集団の現況に関する重要な事項

⑽ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　当社は、2024年６月20日開催の取締役会において、信越化学工業株式会社による当社の株式
に対する公開買付けに関して、本公開買付けに賛同の意見を表明するとともに、当社の株主の皆
様に対して、本公開買付けに応募することを推奨する旨の決議をいたしました。
　なお、当社の上記取締役会決議は、信越化学工業株式会社が本公開買付け及びその後に予定さ
れた一連の取引・手続を経て、当社株式全てを取得することを企図していること、及び当社株式
が上場廃止となる予定であることを前提としております。

－ 16 －



2024/07/29 12:02:58 / 24094440_三益半導体工業株式会社_招集通知_電子提供措置用

株式に関する事項、新株予約権等に関する事項

⑴ 発行可能株式総数 47,000,000株
⑵ 発行済株式の総数 35,497,183株

（自己株式 3,373,565株を含んでおります。）
⑶ 株主数 4,162名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
株 ％

信 越 化 学 工 業 株 式 会 社 13,733,824 42.8

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,527,600 7.9

中 澤 正 幸 1,979,360 6.2

M S I P  C L I E N T  S E C U R I T I E S 1,473,407 4.6

野 村 證 券 株 式 会 社 自 己 振 替 口 800,000 2.5

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 734,300 2.3

株 式 会 社 群 馬 銀 行 701,530 2.2

ビ － エ ヌ ワ イ エ ム 　 エ ス エ － エ ヌ ブ イ　　　　　　　
ビ－エヌワイエム　ジ－シ－エム　クライアント　　
アカウンツ　エム　エルエスシ－ビ－　ア－ルデイ

477,825 1.5

ビ － エ ヌ ワ イ エ ム 　 ア ズ 　 エ － ジ － テ イ　　　　　　
ク ラ イ ア ン ツ 　 １ ０ 　 パ － セ ン ト 430,900 1.3

ジ エ イ ピ － 　 ジ エ イ ピ － エ ム エ ス イ －　　
ル ク ス 　 ノ ム ラ 　 イ ン タ － ナ シ ヨ ナ ル　　　
ピ － エ ル シ － 　 １ 　 エ ク 　 コ ル

425,309 1.3

⒉ 会社の株式に関する事項（2024年５月31日現在）

⑷ 大株主

（注）⒈ 当社は、自己株式 3,373,565株を保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。
⒉ 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。

⒊ 会社の新株予約権等に関する事項
　該当事項はありません。
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会社役員に関する事項

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役会長 中 澤 正 幸

代表取締役社長 八 髙 達 郎

専 務 取 締 役 山 﨑 哲 生

取 締 役 今 村 耕 一 半導体事業部長

取 締 役 丸 山 文 明 技術本部長兼技術部長

取 締 役 中 村 修 輔

取 締 役 今 井 昌 子 ㈲中澤労務管理事務所代表取締役

取 締 役 星 野 公 洋 春山・星野法律事務所所長

常 勤 監 査 役 岩 倉 輝 夫

監 査 役 村 岡 正 三

監 査 役 楠 原 利 和
楠原利和公認会計士事務所公認会計士
明治安田損害保険㈱社外監査役
明治安田アセットマネジメント㈱社外取締役

監 査 役 湯 浅 幸 男 ぐんぎん証券㈱代表取締役社長

4. 会社役員に関する事項

⑴ 取締役及び監査役の氏名等（2024年５月31日現在）

（注）⒈ 取締役中村修輔氏、今井昌子氏及び星野公洋氏は、社外取締役であります。
⒉ 監査役村岡正三氏、楠原利和氏及び湯浅幸男氏は、社外監査役であります。
⒊ 取締役中村修輔氏は、2023年８月30日開催の第54期定時株主総会終結の時をもって監査役を辞

任した後、取締役に就任いたしました。
⒋ 当社と各社外取締役及び各監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項

の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、
同法第425条第１項に定める最低責任限度額としております。

⒌ 当社は、保険会社との間で会社法第430条の３第１項の規定に基づく役員等賠償責任保険契約を締
結しており、被保険者の職務の執行に関し責任を負うこと、または当該責任の追及に係る請求を受
けることによって生ずる損害を当該保険契約により填補することとしております。ただし、法令違
反の行為であることを認識して行った行為に起因して生じた損害は填補されないなど、一定の免責
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会社役員に関する事項

事由があります。当該保険契約の被保険者は、当社の取締役、監査役及び執行役員であります。
⒍ 監査役楠原利和氏は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有

しております。
⒎ 取締役中村修輔氏、今井昌子氏及び星野公洋氏ならびに監査役村岡正三氏、楠原利和氏及び湯浅　

幸男氏につきましては、㈱東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
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会社役員に関する事項

⑵ 当事業年度に係る取締役及び監査役の報酬等
① 取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項

取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は、指名・報酬委員会における審議を経
て、取締役会で決定しております。
また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬等の内容について、指名・報
酬委員会における審議を経ることで客観性・透明性も確保されていることから、当該方針
に沿うものであると判断しております。
取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針は次のとおりであります。
取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬枠の範囲内で、客観性・透明性
の向上を目的に、指名・報酬委員会における審議を経て、取締役会において決定してお
ります。
取締役の個人別の報酬等の内容は、取締役会の決議による委任に基づいて、また、指
名・報酬委員会の審議・答申を尊重して、取締役会議長が決定しております。
取締役の報酬等については、月次で支給する基本報酬と、毎年、当該事業年度終了後の
一定の時期に支給する賞与で構成するものとしております。基本報酬は、各人の役職や
職責に応じて支給することとし、賞与は、当該事業年度の業績等を勘案して支給するこ
ととしております。また、中長期の業績を反映させる観点から、基本報酬及び賞与の一
部を拠出することにより、役員持株会を通じて当社株式を購入する制度を設けておりま
す。
当社は、会社法施行規則に定める業績連動報酬等及び非金銭報酬等については支給しな
いものとしております。したがって、報酬等の全てが業績連動報酬等・非金銭報酬等以
外の報酬等となります。
なお、社外取締役の報酬等については、基本報酬のみを支給することとしております。

② 取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
取締役の金銭報酬の額は、2008年８月27日開催の第39期定時株主総会において年額
350百万円以内と決議しております（使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まな
い）。当該株主総会終結時点の取締役の員数は７名です。
監査役の金銭報酬の額は、2008年８月27日開催の第39期定時株主総会において年額35
百万円以内と決議しております。当該株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
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会社役員に関する事項

役 員 区 分 報酬等の総額
（百万円）

報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員
の 員 数 （ 名 ）基 本 報 酬 賞 与

取 締 役 231 165 66 11

監 査 役 30 30 ー 6

合 計 262 195 66 17
（うち社外役員） (35) (35) (ー) (8)

③ 取締役の個人別の報酬等の内容の決定に係る委任に関する事項
取締役会は、代表取締役会長中澤正幸に対し各取締役が担当する事業毎の実績等の評価を
行う権限ならびに個人別の基本報酬及び賞与の配分の決定を委任しております。これは、
代表取締役会長として経営の指揮を執り、当社の全ての事業及び各業務執行取締役の業務
を統括していることから、実績等の評価を行い、個人別の報酬の配分を決定するに相応し
いと取締役会が判断したためであります。なお、委任された内容の決定にあたっては、事
前に指名・報酬委員会がその妥当性等について確認しております。

④ 取締役及び監査役の報酬等の総額等

（注）⒈ 上記には、2023年8月30日をもって退任した取締役３名及び監査役２名を含んでおります。
⒉ 取締役の報酬等の額には、使用人兼務取締役に対する使用人給与相当額（賞与を含む）は含まれて

おりません。
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会社役員に関する事項

⑶ 社外役員に関する事項
① 重要な兼職先と当社との関係
・社外取締役今井昌子氏は、㈲中澤労務管理事務所の代表取締役であり、当社は同社と2023
年5月まで業務委託契約を締結しておりました。

・社外取締役星野公洋氏は、春山・星野法律事務所の弁護士であり、当社は同氏と2023年5
月まで法律顧問契約を締結しておりました。

・社外監査役楠原利和氏は、楠原利和公認会計士事務所公認会計士であります。同事務所と当
社との間に開示すべき関係はありません。また、同氏は、明治安田損害保険㈱社外監査役及
び明治安田アセットマネジメント㈱社外取締役であります。各社と当社との間に開示すべき
関係はありません。

・社外監査役湯浅幸男氏は、ぐんぎん証券㈱の代表取締役社長であります。同社と当社との間
に開示すべき関係はありません。

② 当事業年度における主な活動状況
・社外取締役中村修輔氏は、当事業年度において、2023年８月30日に監査役を退任するまで
に開催された取締役会３回のすべてに、また、監査役会２回のすべてにそれぞれ出席しまし
た。また、2023年８月30日に取締役に就任以降、当事業年度に開催された取締役会10回
のすべてに出席し、金融、経済及び監査に関する豊富な経験、知識を活かして適宜発言を行
うとともに、独立した立場から経営に対する監督を行うなど、同氏に期待される役割を適切
に果たしました。

・社外取締役今井昌子氏は、2023年８月30日の取締役就任以降に開催された取締役会10回
のすべてに出席し、社会保険労務士としての豊富な経験、知識を活かして適宜発言を行うと
ともに、独立した立場から経営に対する監督を行うなど、同氏に期待される役割を適切に果
たしました。

・社外取締役星野公洋氏は、2023年８月30日の取締役就任以降に開催された取締役会10回
のすべてに出席し、弁護士としての豊富な経験、知識を活かして適宜発言を行うとともに、
独立した立場から経営に対する監督を行うなど、同氏に期待される役割を適切に果たしまし
た。

・社外監査役村岡正三氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに、また、監査
役会12回のすべてにそれぞれ出席し、半導体関連事業における幅広い業務経験を活かして
適宜発言を行うとともに、監査機能を十分に発揮しました。

・社外監査役楠原利和氏は、当事業年度に開催された取締役会13回のすべてに、また、監査
役会12回のすべてにそれぞれ出席し、公認会計士としての財務及び会計に関する豊富な経
験、知見を活かして発言を行うとともに、監査機能を十分に発揮しました。
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・社外監査役湯浅幸男氏は、2023年８月30日の監査役就任以降に開催された取締役会10回
のすべてに、また、監査役会10回のすべてにそれぞれ出席し、金融及び経済に関する豊富
な経験、知識を活かして発言を行うとともに、監査機能を十分に発揮しました。
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会計監査人の状況

⒌ 会計監査人の状況

⑴ 会計監査人の名称
赤坂有限責任監査法人

⑵ 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額　　　　　　　　　　　20百万円
当社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額　　　20百万円
（注）当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監

査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係
る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

⑶ 会計監査人の報酬等について監査役会が同意した理由
　監査役会は、会計監査人の監査計画の内容、監査体制、報酬見積りの算出根拠等について確認
し、審議した結果、これらについて適切であると判断したため、会計監査人の報酬等の額につ
いて同意しております。

⑷ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した場合
は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたしま
す。

　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合は、
監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監
査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監査人を解任した旨及びその理由を
報告いたします。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

⒍ 業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況

⑴ 業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要
① 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
ⅰ）役員及び使用人が法令及び定款を遵守し、健全な社会規範と倫理観のもとに職務を遂行す

るための「行動指針」を制定する。
ⅱ）コンプライアンスに関する規程等を整備し、これらの規程に従って業務を遂行する。コン

プライアンスの状況については、内部監査室及びその他特定の規程等に定められた部門が
内部監査を実施する。

ⅲ）コンプライアンス相談窓口を設け、内部通報制度の運用により法令及び規程等に違反する
行為の早期発見と是正を図る。

ⅳ）内部監査室は、当社の内部統制状況を把握、評価するなど内部監査を実施し、監査の結果
を代表取締役社長に報告する。

ⅴ）反社会的勢力に対して毅然とした態度を貫き、一切の関係を遮断することを徹底する。
　　この方針に基づき、対応統括部門を中心とした社内体制の整備を図り、警察などの外部専

門機関との連携のもと、反社会的勢力排除に向けた取り組みを強力に推進する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
文書管理規程に従い、取締役の職務執行に係る情報を文書または電磁的媒体に記録・保存
する。これらの記録は、取締役及び監査役が閲覧可能な状態にて管理する。

③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ⅰ）リスク管理に関する諸規程を整備し、これらの規程に従って業務を遂行する。リスク管理

の状況については、内部監査室及び特定のリスク管理項目を分掌する部門が内部監査を実
施する。

ⅱ）全社横断的なリスク管理活動を推進するため、リスク管理委員会を設置する。

－ 25 －
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
ⅰ）取締役会規則、組織規程、業務分掌規程、職務権限規程及び稟議規程等により権限委譲及

び意思決定手順を明確化する。
ⅱ）取締役等を構成員とする経営会議を設置する。
ⅲ）取締役会において総合予算を策定し、総合予算に基づく事業部毎の月次業績管理を取締役

会及び経営会議において実施する。

⑤ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　　　財務報告に係る内部統制が有効に機能する体制を整備し、運用する。内部統制の状況につ

いては、内部監査室が定期的に評価を実施する。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項、当該使用人の取締役からの独立性に関する
事項及び当該使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項

ⅰ）監査役会からの要望があった場合は、監査役スタッフを置くものとする。
ⅱ）監査役スタッフの人事については、監査役会の同意を得るものとする。
ⅲ）監査役スタッフがその業務に関して監査役から指示を受けたときは、その指揮命令に従わ

なければならないものとする。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査役への報告に関する体制及
び報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保する
ための体制

ⅰ）取締役及び使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があることを発見した
ときは、危機管理規程に従って、直ちに当該事実を監査役に報告する。

ⅱ）監査役は、取締役または使用人に対し報告を求めることができる。
ⅲ）内部監査室は、内部監査の実施状況を監査役会に対して定期的に報告する。
ⅳ）監査役に報告をした取締役及び使用人に対し、当該報告をしたことを理由として不利な取

扱いを行うことを禁止する。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ⅰ）監査役は、経営会議その他の重要な会議、委員会等に出席できる。
ⅱ）監査役と取締役会議長との間で定期的に意見交換会を開催する。
ⅲ）監査役は、会計監査人もしくは内部監査室との間で定期的に意見交換会を開催するなど、

連携を図る。
ⅳ）監査役がその職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、

当該監査役の職務の執行に必要でないと認められた場合を除き、速やかに当該費用または
債務を処理するものとする。

⑵ 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
① コンプライアンスに関する取組み
ⅰ）役員及び使用人は、「行動指針」のもと、業務に取り組んでおります。
ⅱ）コンプライアンスの状況に関する内部監査につきましては、内部監査室が部門毎に実施し

ております。
ⅲ）コンプライアンス相談窓口につきましては、法令及び規程等に違反する行為が行われてい

る事実が確認された場合、内部通報規程により、代表取締役社長及び監査役に報告される
体制が構築されております。

② 情報の保存及び管理に関する取組み
　　文書管理規程、情報管理規程等の定めに従い情報の保存及び管理を実施し、重要な情報は

セキュリティ対策を厳重に施すなど適切な措置を講じております。

③ 損失の危険の管理に関する取組み
　　リスク管理規程等の定めに従い業務を遂行し、リスク管理委員会を半期毎に開催し、全社

のリスク管理方針、部門別リスク評価、部門別リスク管理活動等について審議・議論を行
っております。
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取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適正を確保するための体制

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることに関する取組み
　　取締役会は、法令及び定款に規定された事項、取締役会規則に規定した事項等を決議して

おり、当事業年度につきましては、13回開催しております。また、取締役の職務の執行
を効率的に行うため、経営陣幹部を含む業務執行取締役が諸施策を適切迅速に審議決定
し、重要な日常業務の報告を目的とする経営会議を定期的に開催しております。当事業年
度につきましては、12回開催しております。

⑤　監査役監査の実効性の確保に関する取組み
ⅰ）監査役は、必要に応じ取締役または使用人からの報告を受けております。また内部監査室

は、監査役会に対し、内部監査の実施状況について四半期毎に報告しております。
ⅱ）常勤監査役は、経営会議、リスク管理委員会その他の重要な会議、委員会に出席しており

ます。
ⅲ）監査役と取締役会議長との間の意見交換会につきましては、当事業年度中に２回開催して

おります。
ⅳ）監査役と会計監査人との間の意見交換会につきましては随時、監査役と内部監査室との間

の意見交換会につきましては四半期毎にそれぞれ開催し、連携を図っております。

－ 28 －
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貸借対照表

（2024年５月31日現在）
（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額
（資　産　の　部） （負　債　の　部）

流 動 資 産 68,066 流 動 負 債 38,488
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 渡 金
前 払 費 用
未 収 還 付 法 人 税 等
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 器 具 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
水 道 施 設 利 用 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
前 払 年 金 費 用
繰 延 税 金 資 産
差 入 保 証 金
そ の 他

　

20,478
1,351

33,834
4,016
2,368
5,158

41
766
51
1

△3
53,114
48,252
20,997
1,181
8,192

59
1,100
2,833
1,024

12,862
790
343
399
47

4,072
607
89

316
2,974

39
44

　

支 払 手 形 235
買 掛 金 30,367
リ ー ス 債 務 59
未 払 金 4,938
未 払 費 用 1,984
契 約 負 債 275
預 り 金 43
役 員 賞 与 引 当 金 66
製 品 保 証 引 当 金 12
そ の 他 505

固 定 負 債 1,103
リ ー ス 債 務 974
資 産 除 去 債 務 5
そ の 他 124

負 債 合 計 39,592
（純　資　産　の　部）

株 主 資 本 81,385
資 本 金 18,824
資 本 剰 余 金 18,778
資 本 準 備 金 18,778

利 益 剰 余 金 48,556
利 益 準 備 金 689
そ の 他 利 益 剰 余 金 47,867
別 途 積 立 金 7,900
繰 越 利 益 剰 余 金 39,967

自 己 株 式 △4,773
評 価 ・ 換 算 差 額 等 204
その他有価証券評価差額金 256
繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 △52
純 資 産 合 計 81,589

資 産 合 計 121,181 負 債 及 び 純 資 産 合 計 121,181

貸　借　対　照　表

－ 29 －
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損益計算書

（2023年６月１日から2024年５月31日まで）
（単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 89,109
売 上 原 価 73,087
売 上 総 利 益 16,021
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,709
営 業 利 益 10,312

営 業 外 収 益
受 取 利 息 1
受 取 配 当 金 15
為 替 差 益 29
有 価 物 売 却 益 19
保 険 解 約 返 戻 金 32
固 定 資 産 売 却 益 3
そ の 他 32 134

営 業 外 費 用
支 払 利 息 10
固 定 資 産 除 売 却 損 283
そ の 他 1 294
経 常 利 益 10,152

特 別 利 益
投 資 有 価 証 券 売 却 益 18
補 助 金 収 入 100
受 取 補 償 金 42 160

特 別 損 失
投 資 有 価 証 券 売 却 損 2 2
税 引 前 当 期 純 利 益 10,310
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 2,188
法 人 税 等 調 整 額 975 3,164
当 期 純 利 益 7,146

損　益　計　算　書

－ 30 －
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株主資本等変動計算書

（2023年６月１日から2024年５月31日まで）
（単位：百万円）

項 目

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式 株 主 資 本
合 計資本準備金 利益準備金

その他利益剰余金
利 益 剰 余 金
合 計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰 余 金

2023年６月１日残高 18,824 18,778 689 7,900 34,876 43,466 △4,772 76,295

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △2,055 △2,055 △2,055

当期純利益 7,146 7,146 7,146

自己株式の取得 △1 △1
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計 － － － － 5,090 5,090 △1 5,089

2024年５月31日残高 18,824 18,778 689 7,900 39,967 48,556 △4,773 81,385

項 目
評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評 価 ・ 換 算

差 額 等 合 計

2023年６月１日残高 140 △39 100 76,396

事業年度中の変動額

剰余金の配当 △2,055

当期純利益 7,146

自己株式の取得 △1
株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額（純額） 116 △13 103 103

事業年度中の変動額合計 116 △13 103 5,192

2024年５月31日残高 256 △52 204 81,589

株主資本等変動計算書

－ 31 －
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会計監査人の監査報告

独立監査人の監査報告書
2024年７月18日

三益半導体工業株式会社
取締役会　御中

赤坂有限責任監査法人
東京都港区
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 荒 川 和 也
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 黒 崎 知 岳

監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、三益半導体工業株式会社の2023年６月１日から2024
年５月31日までの第55期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別
注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該
計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準におけ
る当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国におけ
る職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしてい
る。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

強調事項
　個別注記表の重要な後発事象に関する注記に記載されている通り、会社は、2024年６月20日開催の取締役会におい
て、信越化学工業株式会社による会社の普通株式に対する公開買付に賛同の意見を表明するとともに、会社の株主に対
して、本公開買付けに応募することを推奨することを決議している。
　当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示するこ
とにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職
務の執行を監視することにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記
載内容に対して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内
容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、その
ような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告
することが求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

会計監査人の監査報告

－ 32 －
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会計監査人の監査報告

計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどう
かを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する
必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにあ
る。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示
がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明する
ことにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の
意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家と
しての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続
を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切
な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評
価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及
び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づ
き、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結
論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項
に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対し
て除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づ
いているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているか
どうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引
や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制
の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、
並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去するための対応策を講じている
場合又は阻害要因を許容可能な水準にまで軽減するためのセーフガードを適用している場合はその内容について報告を
行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、2023年６月１日から2024年５月31日までの第55期事業年度における取締役の職務の執行に関し
て、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１. 監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(１) 監査役会は、監査の方針、監査計画等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほ

か、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
(２) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、監査計画等に従い、取締役、内部監査

室その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査
を実施いたしました。
①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必

要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所における業務及び財産の状況を調
査いたしました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他
株式会社の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体
制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び内部監査室等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を
求め、意見を表明いたしました。

③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計
監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から
「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を
「監査に関する品質管理基準」（企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説
明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、
株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書について検討いたしました。

２. 監査の結果
(１) 事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関

する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(２) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人 赤坂有限責任監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2024年７月26日

三益半導体工業株式会社　監査役会
常勤監査役 岩 倉 輝 夫 ㊞
社外監査役 村 岡 正 三 ㊞
社外監査役 楠 原 利 和 ㊞
社外監査役 湯 浅 幸 男 ㊞

　

監査役会の監査報告

以　上
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